
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年８月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３長第３７号 

事故等種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２５年４月２３日 １５時３０分ごろ 

発生場所 長崎県新上五島町神
こう

ノ
の

浦
うら

漁港 

 新上五島町所在の有川神之浦港防砂堤灯台から真方位０８４°３２

０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５５.５′ 東経１２９°０５.４′） 

事故等調査の経過  平成２５年５月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 砂利採取運搬船 第二藤
とう

進
しん

、４３０トン 

   １３３５３０、株式会社藤進 

Ｂ 交通船 第二ほうえい丸、５トン未満 

   ２９０－４３０９２長崎、富士海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ（Ａ船一等航海士）、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶 

操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首部を大破 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び一等航海士ほか２人が乗り組み、砕石を積み込

むため、神ノ浦漁港の砕石場岸壁に着岸作業中、南東の風が強く、湾

内に約１.５ｍの波がある状況であったが、Ａ船に搭載されたＢ船で

Ａ船の綱取り作業を行うこととした。 

Ｂ船は、Ａ船の右舷船尾側から降ろされ、一等航海士が、船長Ｂと

して１人で乗り組み、Ａ船の船尾方から回り込んで左舷船首側スプリ

ングラインを受け取った後、砕石場岸壁に向けて微速力、約３０５°

の真針路で航行中、平成２５年４月２３日１５時３０分ごろ、高波に

あおられ、機関を後進にかけようとしたが、同岸壁に衝突した。 

 Ｂ船は使用不能となり、直ちにＡ船に回収された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風速 約４m/s 

海象：潮汐 上げ潮の初期、波高 約１.５ｍ 

 その他の事項  本事故発生場所におけるＡ船の綱取り作業は、基本的に砕石場の職

員が行うが、早朝、夕方及び同職員が忙しい時にはＢ船を降下して行

うことがあった。 

 船長Ｂは、本事故当時、湾内の風が強く、波が若干高い気もした



 

が、過去に２～３回、同じくらいの波高の時にも綱取り作業を行った

経験があったので、大丈夫と思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ｂ船は、神ノ浦漁港の砕石場岸壁において、Ａ船の綱取り作業に従

事することとなった際、湾内の波高が約１.５ｍの中で作業を行った

ことから、波によって同岸壁に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ｂ船が、神ノ浦漁港の砕石場岸壁において、Ａ船の綱取

り作業に従事することとなった際、湾内の波高が約１.５ｍの中で作

業を行ったため、波によって同岸壁に衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・風が強く、波が高いときには、綱取り作業を陸上の作業員に依頼

すること。 

 


